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≪業務入札公告≫ 
 

柏原市公告第１２号  

次のとおり制限付き一般競争入札（郵便入札）に付します。 

令和６年４月１９日  

 

 

柏原市長 冨 宅 正 浩  

 

１ 入札に付する事項  

（1）業務名  

   柏原市斎場火葬清掃業務 

（2）履行場所 

柏原市雁多尾畑６３３９番地 

(3) 業務概要 

  別添「仕様書」のとおり 

(4) 委託期間 

令和６年６月１日から令和９年５月３１日まで 

予算成立を前提に長期継続契約の締結を行う。ただし、次年度以降において当該予算の減額

又は削除があった場合は、この契約を解除又は変更することができるものとする。 

 

２ 発注スケジュール 

1 公告 令和６年４月１９日（金）午後１時から 

柏原市ウェブサイトにて公表する。 

(http://www.city.kashiwara.osaka.jp/) 

2 質疑期間 令和６年４月１９日（金）午後１時から 

令和６年４月２４日（水）正午まで 

（質疑書は市様式を使用し、Eメールで提出のこと） 

 Email : nyusatsu@city.kashiwara.osaka.jp 

※メール送信後は、電話にて受信の有無を確認すること。 

電話（０７２）９７２－１７３０ 

3 質疑回答 令和６年４月３０日（火）午後１時から 

柏原市ウェブサイトにて公表する。 

4 入札書差出期間 令和６年５月１日（水）から 

令和６年５月８日（水）まで 

5 申請書等提出期間 令和６年５月９日（木）から 

令和６年５月１３日（月）まで 

mailto:nyusatsu@city.kashiwara.osaka.jp
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6 入札参加資格の審査結果

通知 

令和６年５月２０日（月）午後１時から 

申請者に参加資格の有無をＦＡＸで通知する。 

7 開札及び落札者の決定 令和６年５月２１日（火）午前１１時 

柏原市役所本庁舎３階「入札室」で実施する。 

落札者が決定したときは、その旨を入札参加者の面前で確認を受

けるものとし、落札者が入札会場にいないときは、落札者へ書面

等により通知する。 

 

３ 競争参加資格  

次の要件を満たしていること。 

（1） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。  

（2） 令和５・６年度の柏原市物品・役務提供における入札参加有資格者であること。 

（3） 柏原市暴力団排除条例（平成２５年柏原市条例第２７号）第２条第７号に規定する暴力団員又

は同条第８号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

（4）入札書受付締切日に、柏原市入札参加有資格業者指名停止要綱（平成３１年３月２９日制

定）に基づく指名停止業者、又は指名回避業者でない者。また、開札日までに、柏原市入札

参加有資格業者指名停止要綱に基づく指名停止業者、又は指名回避業者となった場合も参加

できない。 

（5）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て

をしていない者又は同条第２項の規定による更生手続き開始の申し立てをなされていない

者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者であっても更生計画を

認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者、又は申立てをされなかっ

た者とみなす。 

（6）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定による再生手

続開始の申し立てをしていない者又は申し立てをなされていない者であること。ただし、同

法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても再生計画を認可された者については、

再生手続開始の申立てをしなかった者、又は申立てをされなかった者とみなす。 

（7） 過去１０年以内（平成２６年４月１日から令和６年３月３１日まで）に、地方自治体との

火葬業務受託(指定管理者を含む)実績が過去５年以上あること。公営火葬場の火葬業務につ

いて過去２年以上の実務経験を有する者を従事者として配置すること。 

   なお、長期継続契約中により業務が完了していない場合であっても、令和６年３月３１日

から遡って１年以上の実績がある場合は、これを実績として認める。 

（8） 危険物取扱者（甲種又は乙種第４類）の資格を有する者を従事者として配置すること。 

 

４ 入札に参加できない者 

（1）入札書を指定期間内（令和６年５月１日から令和６年５月８日まで）に指定の方法により

郵送していない者 
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（2）入札参加資格確認審査手続に掲げる申請書等を期限までに提出していない者、又は提出し

ても本市が不適格と認めた者 

（3）その他、本市が不適当と認めた者 

 

５ 入札 

（1）入札回数は１回とし、再度入札は行わない。 

（2）入札書は所定の様式を使用すること。 

（3）入札書に記載する金額は１ヶ月あたりの業務金額（税抜）とする。 

（4）入札書は郵送により提出すること。 

 

６ 入札書の郵送 

（1）差出期間 

 令和６年５月１日から令和６年５月８日まで 

必ず本期間内に、郵便局より差し出すこと。 

（2）郵送先 

   〒５８２－８７９９ 柏原郵便局留 

     柏原市役所 財務部 契約検査課 行 

（3）郵送方法 

  一般書留郵便または簡易書留郵便により郵便局より差し出すこと。その他の方法による提出

は認めない。また、差し出し時に必ず郵便物等受領証（お客様控）を受け取り、申請書等提

出時に持参すること。 

 

７ 入札参加資格確認審査手続 

（1）入札に参加を希望する者は、下記の申請書等を提出し、本市の確認を受けなければならない。 

① 制限付き一般競争入札 入札参加資格確認申込書兼確認事項申請書 

② 火葬業務履行実績調書（様式１）   ※契約書の写し及び仕様書を添付 

③ 有資格者及び実務経験者届（様式２） ※資格書の写し、業務履歴書を添付 

④ 郵便物等受領証（お客様控） 

（2）提出期間及び提出先 

  ① 提出期間 令和６年５月９日から令和６年５月１３日まで 

    提出する時間は午前９時から午後５時までとする。（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

  ② 提出先 柏原市財務部契約検査課（柏原市役所本庁舎３階） 

（3）その他 

① 提出された申請書等は、いかなる場合も返却しない。 

② 申請書等は、持参により提出すること。その他の方法による提出は認めない。 

 

８ 入札の無効 

競争入札者心得（郵便入札用）（工事・業務用）第１４条に該当する入札は無効とする。 
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９ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

（1）入札保証金 免除する。 

(2) 契約保証金 要する。  

契約保証金額は、１ヶ月あたりの業務金額（税込）に１２を乗じて得た額の１０分の１以上 

とする。 

 

１０ 契約条項 

 別添「契約書（案）」による。 

 

１１ 開札の立ち会い 

競争入札者心得（郵便入札用）（工事・業務用）第１０条による。 

 

１２ 落札者の決定 

柏原市財務規則第９８条第２項に基づいて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

申し込みをした者を落札者とする。 

また、開札の結果、落札となるべき同額の者が２者以上ある場合は、別添「同額抽選の方法」

により落札者及び次の順位以降の者を決定する。 

 

１３ 契約を締結しない場合の措置 

落札者が契約を締結しない場合は、次順位の入札者と契約の交渉を行う。 

 

１４ 提出書類 

 (1) 落札者は、契約締結時に次の書類を提出するものとする。 

暴力団排除条例に基づく誓約書 

（2）落札者は契約締結後７日以内に下記の書類を提出するものとする。 

   着手届   ２部 

   責任者届  ２部 

   経歴書   ２部 

従事者届  ２部 

（3）落札者は契約締結後１４日以内に下記の書類を提出するものとする。 

  工程表    ２部 

（4）業務完了後は下記の書類を提出するものとする。 

   完了通知書  ２部 

   引渡書   ２部 

  

１５ 支払方法 

    契約は総金額で締結し、代金の支払いについては毎月に割り戻した月払いとする。 
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１６ その他 

(1)入札参加者が１者のみの場合においても入札は有効とする。 

(2)入札参加者は、競争入札者心得（郵便入札用）（工事・業務用）、その他入札に関する資

料を熟読し、遵守すること。 

(3)入札の参加にあたり生ずる費用は、提出者の負担とする。 

 

１７ 問合わせ先 

柏原市安堂町１番５５号 柏原市財務部契約検査課 

 電話（０７２）９７２－１７３０  FAX（０７２）９７１－２５３０ 

 Email : nyusatsu@city.kashiwara.osaka.jp 

mailto:nyusatsu@city.kashiwara.osaka.jp

